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羽田空港新飛行経路の騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域 

の指定（案）について 

   

令和２年３月からの羽田空港の機能強化に伴い、新たに川崎市川崎区上空

も離陸経路となったことから、環境基本法（以下「法」という。）に基づき、

騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定（以下「類型指定」とい

う。）を行うこととした。  

 

１  航空機騒音に係る環境基準について  

環境基準は、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持さ

れることが望ましい基準」として、法第 16条第１項に基づき、国が定め

るものである。  

航空機騒音に係る環境基準については、環境庁告示 ※により定められ

ており、本県ですでに類型指定している厚木飛行場と同様、羽田空港に

も適用される。  

この環境基準は、２つの類型（Ⅰ、Ⅱ）に分類され、それらの類型を

実際に当てはめる地域の範囲の指定については、法第 16 条第２項に基

づき、都道府県知事が行うこととなる。  

環境基準の類型指定が行われることにより、事業者は必要な騒音防止

対策を実施することになる。  

 

〈航空機騒音に係る環境基準〉  

※昭和 48 年 12 月 27 日環境庁告示第 154 号  

地域の

類型  
当てはめる地域  基準値  

Ⅰ  専ら住居の用に供される地域  57 デ シ ベ ル

以下  

Ⅱ  
Ⅰ以外の地域であつて通常の生活を保全す

る必要がある地域  
62デシベル  

以下  
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２  類型指定（案）について  

 類型指定に当たっては、国が定めた事務処理基準（以下「処理基準」

という。）に基づき、「当てはめる地域の用途地域等の考え方」、「当ては

める地域の範囲」及び「当てはめる類型」について検討した。  

 

（１）当てはめる地域の用途地域等の考え方  

〇  本県では、厚木飛行場周辺の類型指定において、処理基準で示

された用途地域（第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第

二種中高層住居専用地域、田園住居地域）に加えて、第一種・第

二種住居地域、準住居地域及び用途地域が定められていない地域

についても、居住環境の実態を鑑み、類型Ⅰの「専ら住居の用に

供される地域」に該当するものとして取扱っている。  

○  羽田空港周辺における類型指定にあたっても、厚木飛行場周辺

と同様に取り扱うこととする。  

〇  工業専用地域や海上等は、処理基準において、「航空機騒音から

通常の生活を保全する必要のある地域」には当たらず、類型の当

てはめは行わないこととされているため、当てはめは行わない。  

 

  （２）当てはめる地域の範囲  

○  類型指定は、基準値を超えるおそれのある範囲に対して行う。

その際、「類型指定の範囲等を決定するための数値」の設定につい

ては、過去の厚木飛行場（本県）や東京都（羽田）における対応

と同じく、「環境基準‐ 5dB」が適当と考える。  

○  類型を当てはめる地域の範囲は、令和２年度から４年度にかけ

て実施した新飛行経路の周辺の騒音測定（６地点：内１地点位置

変更あり）の結果に基づき検討を行った。  

○  上記測定の結果に基づいた推計値から、環境基準を超過する見

込みのある地点はなかったが、「環境基準‐ 5dB」を超過する地点

として川崎市環境総合研究所の１地点があった。  

○  類型を当てはめる地域の範囲は、限られた地点における測定結

果からの判断となるため、地域の継続性（繋がり）を考慮して幹

線道路や運河で区分することとした。  

○  区分する幹線道路や運河は、図に示すとおり、   

・ 新飛行経路の西方面については、飛行場に近く、「環境基準‐

5dB」以下である殿町小学校を含むよう、県道東京大師横浜まで

を区分する。  
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・ 南方面については、想定飛行経路に含まれ、「環境基準‐ 5dB」

以下である市生活環境事業所を含むよう、国道 132号で区分す

る。  

・  東方面については、想定飛行経路と西方面や南方面で「環境

基準‐ 5dB」以下である測定地点との距離による位置関係を勘

案し、運河により区分する。  

○  処理基準に則して、上記により区分された区域から工業専用地

域を除いて指定する。   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図  測定地点及び指定範囲案】  

 

※指定範囲 (案 )内の測定地点及び測定結果  

測定地点  用途地域  類型  環境基準  位置  

市環境総合研究所  準 工 業 地

域  

類型Ⅱ  62dB以下  想定飛行経路内で、飛行場

に近い。  

市生活環境事業所  工業地域  類型Ⅱ  62dB以下  想定飛行経路に含まれる。  

殿町小学校  準 工 業 地

域  

類型Ⅱ  62dB以下  想定飛行経路に含まれない

が、飛行場に近い。  

 

 

 

羽田空港  
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（３）当てはめる類型  

 （２）で選定した地域は商・工業系の用途地域であることから、類

型Ⅱに当てはまる。  

 

（４）類型指定案  

川崎市川崎区のうち県道東京大師横浜と多摩川の右岸との交点を起

点とし、同所から同川右岸に沿って東に進み多摩運河の西側の水際線

との交点に至り、同所から同線に沿って南西に進み大師運河の北側の

水際線との交点に至り、同所から同線を西に進み末広運河の東側の水

際線との交点に至り、同運河の水際線に沿って南西に進み大師運河の

西側の水際線との交点に至り、同線に沿って南に進み千鳥運河の北側

の水際線との交点に至り、同線に沿って南西に進み国道 132 号との交

点に至り、同所から同国道に沿って西に進み県道東京大師横浜との交

点に至り、同所から起点に至る線により囲まれた区域（都市計画法（昭

和 43 年法律第 100 号）第８条第１項第１号に掲げる工業専用地域を

除く。）  

 

３  今後のスケジュール（予定）  

令和６年２月  議会報告  

    ３月  川崎市に照会  

６月  類型指定に係る告示  

45.0

47.0

49.0

51.0

53.0

55.0

57.0

59.0

61.0

１日当たりの推計値Lden

60

52.0

類型Ⅱ-5㏈

類型Ⅰ-5㏈

類型Ⅱ相当

類型Ⅰ相当 Ⅱ Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ
※

※国交省では新経路の離陸運用は１時間当たり20機程度、１日当たり３時間の運用と示していること

から、１日当たり60機で見込んだ場合の推計値


